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2009 年 3 月 地球･人間環境フォーラム

調査票（NGO 3） 
 ヒアリング 2009 年 1 月 6 日

団体名 コンサベーション・インターナショナル 日本プログラム（CI ジャパン） 
設立目的 将来世代が精神的・文化的・経済的繁栄を享受できるよう、地球が長い年月を

かけて育んできた自然遺産としての生物多様性を保全し、人間社会が自然と調

和して生きる道を具体的に示すことをミッションとしている。 
主たる活動 CI ジャパンは、CI 本部および世界 40 カ国以上で活動する CI フィールドオフ

ィスと共同で、政府や企業、NGO、援助機関とのパートナーシップを推進しな

がら、脅威にさらされる生物多様性を保全するために活動している。 
スタッフ数 6 名 
予算規模 36 百万円（2008 年 6 月末） 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林・天然林保全活動 
小分類 熱帯林再生・保全 
活動地域 海外（国名：フィリピン、ガーナなど） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企業との

連携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 
 

1) 「ガーナ熱帯林回復プロジェクト」2001 年よりカカオ栽培が原因で森林破

壊が進んでいた国立公園のバッファーゾーン地域にアグロフォレストリー

を導入し、栽培技術の向上によって森林破壊を止め森林の再生を促すプロジ

ェクト。カカオの収量は増加し、対象地も 4 から 12 カ村に増加している。

パートナーはリコー、現地では農業省、カカオ研究機関など。 
「フィリピン熱帯林再生プロジェクト」（トヨタの調査票参照） 
「フィリピン原生林保全プロジェクト」2000 年よりルソン島の生物多様性

の高い原生林地域（16ha）を保全し、調査・バッファーゾーン拡大・トレイ

ル整備・エコツーリズムなどを行う。パートナーはリコー。 
2) 数百万円／件・年では、単年度での効果が低く 3－5 年の継続が必要で、CI

の現地事務所の既存プロジェクトと協力しないと効果が出せない。地域の生

物多様性に資するためには数千万円／年規模が望ましい。 
3) 生物多様性保全の道筋をつけ、並行して現地コミュニティの生活を向上させ

ることが目的。 
4) CI の「環境とビジネスパートナーシップセンター（CELB）」が産業界の環

境保全への取り組みを進めるために本部（アメリカ）に設立され、CI 全体

の企業パートナーシップを管轄している。具体的なプロジェクトベースでの

パートナーシップは各地で進め、日本では日本事務所が CELB と協議しな

がらプロジェクト現地との協力で進めている。プロジェクト単位では現在ト

ヨタ自動車、リコー、ダイキン工業、大和証券グループとの連携があり、三

菱商事では CI がアドバイザーを務め、UCC は CI のアグロフォレストリー

で生産したコーヒーを輸入・販売しているなど、多様な形態の連携がある。

CI はプロジェクト地が多く、企業が望む国・地域での協力がしやすい。 
5) 年次報告（プログラム、財務）のほか、半期（サマリー）、4 半期、中には

毎月報告を求める所もあり、頻度が上がるほど報告業務が重くなる。電話な

どでの連絡は頻繁に行う。 
6) 企業の要望が優先されがちで、現地のニーズへの関心が低いことが多い。

NGO から現地の情報提供を受け、協議・調整を経てプロジェクト内容が決
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まるべきと思うが、植林に関心が集中し、植林本数を予め決めていたり、目

的が抜け落ちていることも多い。植林の「面積」や「本数」へのこだわりが

強すぎることは弊害になり得る。本数や面積での評価は数字自体が目標化し

てしまうのでやめた方がよい。本来、地元コミュニティに資する生物多様性

の保全や森林保全のひとつの手段としての植林であるべき。植林の実態への

認識も浅く、事前準備や事後の管理が必須で時間・資金も必要なことが理解

されない（苗木の費用が 1 本 1＄としたらプロジェクト費は長期的な管理も

含めてその約 10 倍は必要）。 
CSR は企業の PR に利用される。環境問題とその解決について、社会の理解

が進むためには PR も良いが、CSR の予算を遥かに上回る広告費を使ってい

るとしたら、企業にとっての価値は CSR によって生まれる社会的価値を大

きく上回る可能性があり、グリーンウォッシュと言われかねない。適切な

CSR 予算と PR への活用のバランスが求められる。CSR は企業の免罪符にす

るべきではなく、もっと CSR の公益性についての吟味が必要であろう。PR
のチェックなども企業から求められることが増え、その部分に当方がかける

人件費が出ていないので、負担感が出てくる。 
7) NGO と企業の継続的な意見交換の場づくり。 

CSR 担当者が学べる場を第三者機関が設定する（海外では NGO がこのよう

な場を設定するケースは多いものの、日本では NGO では企業として参加し

にくい）。具体的な活動内容（「なに」「どうやって」の部分）の前に、CSR
活動の理念（「なぜ」の部分）を考えてほしい。 
植林の本数や面積より、「生物多様性の保全」を企業の PR にどう活用でき

るかを検討すべき。生物多様性や貧困対策の価値について、一般社会の理解

度にあわせた広報ではなく、一般社会の理解を促進するような広報が必要。

そのために行政、企業、NGO が連携して進めていくことができれば良い。

森林を維持するには包括的なとらえ方が必要。CI で始めた CCB スタンダー

ドは、面積や本数だけでなく、生物多様性＋地域の発展という視点が含まれ

ている。このようなスキームへの理解が広がること。 
備考 （関連ウェブサイト） 

http://www.ricoh.co.jp/ecology/society/conservation.html#p05 
http://www.toyota.co.jp/jp/social_contribution/environment/rainforest_restoration.html
http://www.ricoh.co.jp/ecology/society/conservation.html#p01 
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2009 年 3 月 地球･人間環境フォーラム

調査票（NGO 4） 
 ヒアリング 2008 年 12 月 5 日

団体名 財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF ジャパン）   
設立目的 「人類が自然と調和して生きられる未来」を理想に掲げ、国内および日本が

関係している国際的な環境問題に取り組む。 
主たる活動 森林・淡水生態系・海洋・野生生物・地球温暖化・有害化学物質の 6 つのア

プローチで地球環境の保全を目指し活動している。 
スタッフ数 69 名 
予算規模 11 億円 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 森林生態系保全活動、原材料調達 
小分類 「責任ある林産物購入」「アジア森林保全支援プロジェクト」 
活動地域 海外（国名：インドネシア・ロシア） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企 業 と の

連携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 
 

1) 「責任ある林産物購入」現存する自然の森を残すためにも、木材や紙の

利用において森林環境に配慮する仕組みを作ることが重要であるとの考

えの下、持続的な木材利用により森林の保全と人間社会の共生を実現す

ることを活動目標の一つとしている。具体的にはＦＳＣ森林認証の普及

と推進、林産物調達チェックリストの作成と普及などを行っている。 
「アジア森林保全支援プロジェクト」06 年より日本が木材を輸入してい

る国の森林保全活動として、特にロシアとインドネシアでの WWF 現地

団体等の活動を支援している。 
4)  パートナーシップには 1）対等性 2）双方向性が不可欠。財源提供だけ

でパートナーとは言えない。NGO 側のニーズや目的達成に役立つ貢献が

あることが条件。 
WWF にとって企業はポリシーワークのターゲットであることが多い。企

業は目的達成のために不可欠なプレイヤーであり活動戦略の中に位置づ

けている。小目的や手法は異なっても大目的（環境保全）が共有できれ

ばパートナーになり得る。森林に関しては調達について FSC を推進し、

調達方針を策定してもらうロビー対象。 
パートナーシップの在り方 
・資金＋人材 「WWF・ブリジストンびわ湖いのちの水プロジェクト」

サイトに近い彦根工場の社員が調査に参加 
・資金＋ポリシーワーク 「丸紅インドネシア森林保全基金」WWF イン

ドネシアの保護区、コリドー、パトロール活動への資金提供。 
5) 法人会員約 200 社には原則としては毎年訪問して報告を行う。 

プロジェクトベースでの支援に対しては必ず報告を行う。 
法人向けニュースレター、Web などでの情報提供 
徹底して分離したアカウントマネジメントを行う 

6) 企業の意識・要望が植林や CDM など特定目的に偏っていることが、連

携の阻害要因となっている。ユーカリやアカシアの経済価値だけを追求

した植林で終わってしまう可能性がある。地域社会にもたらす影響、森

林の「質」を考慮する必要がある。「植林」ではなく「森づくり」と考え

られるように企業の意識を変えていくべき。 
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7) 環境省は林野庁と協力し生物多様性を含む総合的森林保全について、企

業がどう取り組むべきかの情報提供を行ってほしい。「植林」から「森林

保全」へ正しい理解を進めるような、企業向けの啓発こそ環境省が行う

べき。 
違法伐採対策も、歴史的な森林破壊の責任の一端を担う日本政府として行

動をとるべき。水際対策だけでなく、現地で伐採されないようにするため

の代替産業の育成支援などが必要（日本が輸入しなくなっても中国へ行っ

たのでは問題は解決しない）。一時的な補助金などではなく、持続的な方

法を探るべき。地域コミュニティベースで熱帯林を持続的に活用するビジ

ネスを支援などは、企業の CSR 的にも効果的であろう。森林を保全しつ

つ生業を支えられる製品作りなどを NGO が現地で行い、製品のマーケテ

ィングを企業が行うなどの新しい連携が生まれれば良いのでは。 
 

備考 http://www.wwf.or.jp/activity/forest/index.htm 
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2009 年 3 月 地球･人間環境フォーラム

調査票（NGO 5）  
 ヒアリング 2009 年 1 月 16 日

団体名 地球と未来の環境基金（EFF） 
設立目的 人間と自然との共生、持続可能な社会を形成するために、環境保全に係る実践活動や

啓発活動、援助活動を通じて地域環境や地球環境の保全に寄与することを目的とす

る。 
主たる活動 国内森林保全事業、海外環境保護事業、バガス（非木材紙）普及事業、環境助成金プ

ログラム支援事業 
スタッフ数 事務局 5 名（常勤 3 名・非常勤 2 名）、サテライトスタッフ 10 名 
予算規模 約 6,200 万円（2008 年 3 月期決算） 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林・森林保全活動 
小分類 アグロフォレストリー支援、非木材紙（バガス）の普及 
活動地域 海外（国名：タイ、インドネシア、ブラジル）・国内 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企業との連

携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 
8) その他 

1） 「海外環境保護事業」2001 年よりタイ北部３県 6 か所において、生

活改善と森林保全を目的として、薪炭材利用の削減、焼畑に頼らない農業

としての有機農業、アグロフォレストリー、棚田事業、バイオガスプラン

ト設置などの活動を行っている。植林は日本からのスタディツアーなどイ

ベント的に実施。現地パートナーはラックスタイ財団。東京都トラック協

会バイオマス活用プロジェクト（ヤトロファ由来の BDF の活用）、凸版印

刷（2001 年～5 年間カート缶の売上から資金提供）、EPPCO 基金（バガス

パルプの売上から寄付）などから支援を受けている。 
このほか、インドネシア・カリマンタン島で、森林火災跡地への在来種

植樹や泥炭湿地への植林活動を現地カウンターパートの NGO 団体ととも

に実施。ブラジル・アマゾンの熱帯林地域において、現地パートナー団体・

アスフローラとともに植林を通じた環境教育活動や、地域の小規模農民が

過剰な焼畑農業に依存せず、森林を回復して行くために、アグロフォレス

トリー型の植樹を導入、農民を指導しつつアマゾン地域の荒廃地の回復を

図る活動を推進している。 
「バガス普及事業（森林由来の紙への代替策として）」製糖工場で廃棄さ

れていた搾りカス「バガス」を利用した非木材紙バガス紙の供給ルート開

発・有効活用の提案、企業と協働での商品開発、消費者への普及啓発を行

っている。現在はタイからバガスパルプを約 1000t／月ほど輸入し、ティ

ッシュ、キッチンペーパー等に製品化している。販売先は生協等。パート

ナーは（株）パノコトレーディング、EPPCO 社（タイのバガスパルプ工

場）。 
3)  インドネシア植林活動（07～08 年）では、現地カウンターパートとの年

間を通じての連絡により現地の状況・ニーズをより深く知ることに努め、

より現実的で効果的な方法を採用することができた。新規プロジェクト

（08～）についても、現地貢献度を優先する方法を模索しながら事業を

実施中。 
アマゾン地域での植林活動では、長年現地で環境教育を実施しているア

スフローラとの協働により、現地住民や子どもたちの森林保全への意識
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向上について一定の貢献ができたと考えている。アマゾン地域で森林の

消失の原因となっているのは、小規模農民が技術や知識がないため収奪

型の焼畑を過度に行ったり、これに伴って、簡単に土地を放棄してしま

うことである。小規模農民が森を維持しつつ定着型の農業が営めるよう、

アグロフォレストリー型の植樹を導入することで、森林を回復しながら

農民がそこで持続的な農業を営む意識が芽生えて来ている。 
バガス紙の日本での普及はゼロからのスタートだったので、生産・利用

ラインを開いたという意味では一定程度達成している。 
4) 2007 年に世界陸上大阪大会グリーンプロジェクトの一環としての植林事

業を受託し、08 年にインドネシアにおいて現地カウンターパート 3 団体

とともに森林火災跡地への在来種植林を実施。また、前年実績では TBS
カンガルー募金から 200 万円程度の寄付を受け、インドネシアとブラジ

ル・アマゾン地域での植林活動を実施。（カリマンタン島の泥炭湿地にお

ける森林再生事業と、ブラジル・アマゾン地域での牧草地跡の植林事業）

アマゾン地域での植林活動は、2008 年から国土緑化推進機構からの助成

金事業（300 万円／年）としても実施している。講談社グラマラスのチャ

リティ企画での約 130 万の寄付など。 
 ザ･パック㈱から環境商品の売り上げの一部（4～700 万円／年）を国内

の森づくりに寄付を受けている。（団体設立以来 8 年間に亘り継続中）同

社の役員と社員は毎年育林活動に参加している。継続的な支援は活動の

理解にもつながる（植林より育林が大切なことなど）。 
 企業からの寄付・支援の場合、助成金と異なりよい活動と認められれ

ば継続的に得られる。助成金は最長でも 3～5 年程度なので持続性の問題

がある。 
また、1）の通り、非木材紙バガス紙の開発・普及にあたって、タイの製

糖会社と協働し、その輸入にあたっても貿易会社と協力している。 
6） 企業は PR 効果を求め、目に見える活動を好む（植林・ボランティア派遣）。

毎年 2－300 人で植林したい（国内）、と言われても企業ニーズに合う場所

がない。現地側のニーズを理解してもらうのが困難。植林だけでなく育

林・管理に参加して欲しいが、植えっぱなしになりやすく、植林本数にこ

だわる傾向がある。 
2007 年頃から企業からの問い合わせが増加。EFF は国内で複数の現場で

活動しているため、企業からは参加しやすいと思われる。イベント的に

植林したいところが多い。日程・人数・場所など限定した要望が多い。

問い合わせ数に対して、実現数は極めて少ない。海外事業においても、

少額の寄付で大規模な事業が可能だと思い込んでいる日本企業はまだ多

く、苗木さえ渡せば現地の農民や NGO が喜んで木を植えてくれるという

勘違いがいまだに払拭されていない。また、現地のニーズを無視して、

とにかく多くの本数を植えて欲しいという要望が多く、対応に苦慮する。

植林事業を広告に利用するための、単発の事業・予算としてしか見てい

ない企業に対して、本来の植林の意義についての啓発の必要性を感じる。

7） 森づくりの団体どうしのネットワーク化。小さい団体が多く、似たよう

な活動があり課題も共通しているが組織的な活動が少ない。情報プラット
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ホームがあれば企業の要望のある場所で対応しやすい。地域の山に地域の

企業が関わる方が持続的。 
企業に植林の問題・育林の必要性（日本）を説明する場づくりが必要。国

土緑化推進機構が、製紙業界から古紙偽装問題に絡んで約 5 億円の間伐費

用（3 年間）の資金提供を受けており、これを活用した助成金に申請して

約 150 万円／年の費用で、間伐促進等のプログラムを実施しているが、土

木費のみで間伐の人件費が出ないなど、助成プログラム運営側の理解が不

十分ではないか。 
8） 日本は世界第 3 位の紙消費国でありながら、有用な紙の代替原料バガス

の利用は進んでいない。森林保全や温暖化対策の立場から一層のバガス

等のバイオマス資源の有効利用を進めるべきだが、製紙業界は大手の寡

占で外国産チップに原料を依存しており、また生産ラインの都合で木材

原料型に偏っている。中小企業が古紙利用のトイレットペーパー等生産

していたが、近年はバージンパルプへの移行が進んでいる。日本の非木

材紙のうち、ケナフは供給元であるタイのパルプ工場がケナフパルプの

生産を中止したので、現在日本国内にある在庫が底をついたら供給が止

まる状況にある。 
備考 http://www.eco-future.net/ 
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調査票（NGO 6） 
 ヒアリング 2008 年 12 月 19 日

団体名 日本国際ボランティアセンター（JVC） 
設立目的 人々が自然と共存し、安心・安定して共に生きられる社会を築くために、困難

な状況にありながらも自ら改善しようとする人々を支援し、地球環境を守る新

しい生き方を広め、対等・公正な人間関係を創りだすことに取り組む。 
主たる活動 アジア・アフリカ・中東の 10 カ国で地域開発支援・人道支援・調査研究と政

策提言を行う。 
スタッフ数 20 名（国内）、76 名（海外） 
予算規模 332,462,396 円 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 森林生態系保全活動 
小分類 共有林登録・管理の促進 
活動地域 海外（国名：ラオス） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企業との連

携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 
 

1) カンムアン県において 1993 年より村人が伝統的に利用・維持してきた森

を守るため、「共有林」として正式に行政登録する「土地・森林委譲」を

支援。政府に森の管理権・利用権が認められることで、無秩序な伐採や

開発の抑止につながる。カムアン県では 08 年 9 月で終了し、今後はより

南のサワナケート県で展開する。県農林局がパートナー。 
2) 予算規模：2,000 万円／年 
3) 村の人たちが自分たちの権利を持つと言う意味では達成しているが、現実

には村の土地・森林として登録済みでも、政府と企業が開発計画を持ちこ

んだ場合拒否するのは困難。05 年に外国投資法ができ、土地問題が頻発し

ている。 
4) ラオスプロジェクトにおいては特になし。 
6) ・問題としては、JVC の活動地で日本企業が産業植林（50 年土地リース）

を拡大しており、一部で村人と土地問題が生じている。政府が強く住民が

声を上げにくいラオスのような国では、もっと社会配慮が必要と考える。

・課題としては、一般に（企業など）植林の評価が高いが、植林の問題と

天然林保全の重要性が理解されていない。荒廃地として焼畑地が植林地と

して確保されるが、林産物など食料確保の場となっている。また、天然林

が伐られてしまうことがある。 
・森林保全には恒常的なメンテナンスが必要で、活動の成果を出していく

ためには人件費が不可欠だが、実際には人件費が出ないことが多い。 
7) 天然林保全のための支援が必要。森林は多面的に生活を支えており、社会

面も評価して住民の生活とともに森を支える必要があることを理解して

欲しい。NGO に期待するなら活動が継続できるようなバックアップが必

要。 
植林の社会影響に関しては、企業は責任持って専門家を雇って行うべき

で、周囲の批判にもきちんと対応する姿勢が望まれる。 
植林は良い、というイメージが定着しているが、問題のあるケースも多い。

植えた後長期間の手入れを要することも理解が不十分な例もあり、植林の

問題と実体について理解を進めるための方策が必要。 
備考 http://www.ngo-jvc.net/jp/projects/laos/08prj01cover.html?ref=minititle 
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調査票（NGO 7） 
 ヒアリング 2009 年 1 月 27 日

団体名 熱帯林行動ネットワーク（JATAN） 
設立目的 森林破壊を招いている日本の木材貿易と木材の浪費社会を改善するための提言を

通して、世界各地の森林において生物多様性や地域住民の生活が守られ、環境・

社会面において健全な状態にすることを目指している。 
主たる活動 現在は熱帯林保護活動のほか、製紙用天然林伐採問題、違法材・原生林材不使用

キャンペーンを行っている。 
スタッフ数 1 名(専従)、４名（非専従） 
予算規模 200～300 万円／年 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 原材料調達 
小分類 海外の森林破壊と日本企業の関連についての調査・提言活動 
活動地域 インドネシア 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企業との連

携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 
 

1) 1980 年代から日本社会の熱帯林木材利用による熱帯林破壊問題に取り組んで

きた。 
現在、インドネシアの違法伐採や紙パルプ用伐採の問題について現地調査を

行ない、講演会の開催や報告書の発行を通じて、インドネシア合板や紙製品

を取扱っている企業に対して、現地の情報提供や対策の提言活動を行ってい

る。「熱帯材合板原料のサプライチェーン取り組みの促進」など。 
3) 熱帯林の使用削減や森林に配慮した原料調達といった形での森林保全が、「社

会貢献活動」ではなく、本業のビジネスに組み込まれること、企業の森林保

全に関する意識を「必要なコスト」に上げることを目指している。達成事項

としては、80 年代以降、日本企業の熱帯材利用と現地の森林破壊についての

運動を展開し、多くの商社・企業に影響を与えてきた。近年では 2008 年の熱

帯材ワークショップ（FoE,GEF と共催）の後、ヒアリング対象 18 社中 3 社は

熱帯材への取組を変更した。 
4) パタゴニア、イオン環境財団等から助成を受けるなど会員企業との関係はあ

るが、連携とまでは言えない。企業の行動を変えることが目標なので、企業

の方針転換、調達方針策定、モニタリングによる連携などを目指している。

イオン、生協連合会などでは当方の情報提供に基づいて購買行動がより森林

に配慮するよう改善された事例もある。今後、情報提供と意見交換から連携

に発展していく可能性がある。 
5) 助成金受給で求められる報告。会報の JATAN ニュースでの報告。 
6) 政策提言活動は助成金が得にくく財政的な基盤が弱いため人材不足になりや

すい。そのためキャパシティが低くなりがちである。具体的な提言について

は意見交換を通じて一定の影響を与えているが、そこから連携に発展しにく

い状況である。 
7) 小規模な NGO は、現地とのネットワークや調査能力はあっても、財政基盤が

弱いので、小規模 NGO の基盤強化のための助成（特に人件費）が求められる。

備考 http://www.jca.apc.org/jatan/ 
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調査票（NGO 8） 
 ヒアリング 2009 年 1 月 7 日

団体名 バードライフ・アジア 
設立目的 鳥類を指標に、その生息環境の保護を目的に活動する。鳥を通じた人と人、NGO

間の交流を強化させることで、アジア地区の環境問題の解決に貢献する。 
主たる活動 鳥を指標に重要な自然環境を選定しそれらをネットワーク化して保全や持続的

な管理を促進させるための活動（IBA）、スマトラ自然保護区設置事業他 
スタッフ数 7 名（日本）、海外（イギリス、ベトナム、カンボジア等）約 30 名 
予算規模 63,722,417 円（2008 年） 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林・森林生態系保全活動 
小分類 熱帯林再生事業 
活動地域 海外（国名：ブラジル・フィリピン・インドネシア） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企 業 と

の連携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促 進 措

置 
 

1) 「ブラジル低地熱帯林ボアノバにおける森林再生」07 年より大西洋岸にパッチ状

に残された熱帯林を復元していくプロジェクト。バードライフの現地団体の活動

により過伐採等の森林破壊の問題が明らかになっていたところへ、リコーからプ

ロジェクト費の支援があり、これをきっかけにブラジル政府が 3 年間で 15 万ド

ルを拠出予定している。再生のため在来早生樹を植林し、住民の燃料にして、森

林伐採を減少させる。3 年 1 フェーズで 9 年は継続を希望。 
「フォレストーリー」2008 年よりフィリピンのミンドロ島において在来種による

熱帯林再生植林（250ha 国有地）を寄付ベースで実施している。現地の活動はハ

リボン協会と住民が行い雇用確保。労賃と苗木代、5 年間の管理費を含め、企業

は 1ha 約 2 千本（40 万円）から、個人は 1 本 2 千円から協賛でき、植林証明書を

発行する。協賛金の 10％をコミュニティ基金にプールし、地域のために活用する。

企画・マーケティング・証明証の発行等は Value Frontier 株式会社が担当。マイク

ロソフト（植林 1 本／特定のゲームソフト 1 本売上）、楽天（3 円／ネット販売 1
オーダー）が売上ベースで協賛している。 
「インドネシア・スマトラ低地熱帯林保護キャンペーン」バードライフ・インタ

ーナショナルの事業。02 年より、林産業・製紙業・パームヤシプランテーション

による森林荒廃が進むスマトラ低地熱帯林の伐採権を獲得、民間による森林保護

区を設立し、森林復元と生物多様性保全を行う。伐採権は 3 億円で獲得済み。全

体で 10 万 ha が保護区となり、今後は調査、研究センターの設置、エコツアー、

REDD への活用などを予定している。150 人程の住民をパトロールのために雇用

する。維持管理費のみで 7 千万円が必要。日本からは（株）スリオンテックが寄

付、（株）ナチュラリープラスが「サンコウチョウの森」として協働事業を実施。

2) 企業側の期待値が高い。企業の支援金はシードマネー的な役割。本来シードマネ

ーは小規模 NGO の発展にこそ有効。バードライフは他からの予算の組み合わせ

で複合的効果を目指している。フィリピンのプロジェクトは長期的にはビジネス

ベースで成立するように企画されている。 
3) プロジェクトによって異なるが、ブラジルとフィリピンは始まって間もないの

で、まだ達成には遠い。インドネシアの森林復元と生物多様性保全のためのトラ

スト運動は 3 億円をかけて伐採権を獲得しており、当初の目的を達成した。今後

は保全と復元を 100 年がかりで進めていく。 
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4) 企業との連携においては、ゴールを共有できることが重要。パートナーとして対

等な立場で、企業に対してコンサルタントやシンクタンク的な役割を持ち、環境

保全のために提案していくことが必要。バードライフはネットワークを活かした

コンサルティングができるので、より良い CSR のために活用して欲しい。 
5) 年度末レポートなど契約に基づき適宜行うが、企業が CSR を広報の一環と位置

付けているためビジュアルで求められる（写真）ことが多い。 
6) 一般論として、企業側は、担当者が少なく、多忙・情報が少ないなどキャパシテ

ィに制限がある。NGO 側は資金を得るために活動をアピールするが、ミスマッ

チが生じたり、セールスと受け取られて企業側に拒否反応が出やすい。 
7) ・専門性のある人材育成・キャパシティビルディングの支援。 

・企業と NGO の連携モデルを作るパイロット事業（環境省が支援）。 
・企業担当者と NGO が顔の見える関係を作って話ができる機会の提供。 
・NGO のマーケティングのための人材育成支援。 
・「植林」の問題とベストプラクティスを学ぶシリーズセミナー。 
・小規模 NGO の連携を促進し、資金を得やすくする仕組みづくり。 
・事務所費の負担を軽減するための補助もしくは企業・行政の所有物件を NGO
向け格安賃貸に。 

備考 http://www.ricoh.co.jp/ecology/society/conservation.html#p08 
http://www.forestory.jp/projects/mindoro/index.html?pScp2 
http://www.birdlife-asia.org/newsletter/documents/nl02_1.pdf 
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調査票（NGO 9） 
 ヒアリング 2009 年 2 月 9 日

団体名 緑の地球ネットワーク 
設立目的 地球環境のための国境を越えた民衆の協力の推進 
主たる活動 中国山西省大同市における緑化活動 
スタッフ数 ４名（日本）、約 30 名（中国、カウンターパートの常勤者） 
予算規模 80,000 千円 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林活動 
小分類 植林・砂漠化防止活動 
活動地域 海外（国名：中国） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企 業 と

の連携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促 進 措

置 
 

1) 山西省大同市において、1992 年より緑化協力。苗木の提供に始まり、苗畑・果

樹園、自然植物園（自然林モデル）作りも実施。植林面積は現在までに約 5,500ha、
1730 万本に上る。主に放牧や燃料利用での過伐採が森林減少の原因なので、回

復のスピードは速く、10 年程度で樹高 15ｍに達するところもある。土地は村の

所有地で、植林後の権利は村になる場合と、カウンターパートが土地を取得し

ているケース（植物園・実験林など）がある。 
2) 主に事業収入・助成金・企業や個人からの寄付による。助成金の方が寄付より多

い。JICA の受託業務も行っている。 
3) 当初の予定を大幅に上回る植林面積が達成されている。元々あまり明確な目標は

立てずに始め、ここまで広がると思っていなかった。続けられたのは素人が無我

夢中でやってきたから。プロならこんなに割の悪い活動はしないだろう。 
4) 資金援助が最も多い。定期的な寄付約 10 社、売上に応じたポイント制寄付 2 社、

助成財団を通じた指定寄付などがある。その他労組が中心になった社員のボラン

ティア派遣が約 10 社あり、年 1 回 20 人前後で現地訪問を行う。現地訪問は負担

が大きく金銭的にプラスというわけでもないが、現地を見てもらうことは重要。

5) レポート以外に、できるだけ現地訪問をしてもらうようにしている。支援側のモ

チベーションを上げ継続に結びつけるには、プレゼンよりも現地を見てもらうの

が一番良いと考えている。 
6) 人件費や設備の維持管理費が得にくい。緑化は長期的な活動で、10－20 年経った

場所でも急に問題が起きて失敗することもあるが、理解され難い。企業の寄付や

助成も徐々に細かくなり、事務作業ばかり増加していく。特に認定 NPO になっ

てからは事務量が増加した。長く活動していると支援先がなくなってくる。人件

費がないと長期的に続けられず、人材も育たないことは理解して欲しい。 
7) 日中環境協力は続ける必要がある。ODA が減少しても、環境協力だけは必要（日

本の影がうすくなっている）。長期的な活動への助成・人件費が必要。緑化活動

の厳しさを理解して欲しい。 
備考  
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ヒアリング調査結果【関連団体】 

 
調査票（関連団体 1） 
 ヒアリング 2008 年 12 月 3 日

団体名 財団法人国際緑化推進センター（JIFPRO） 
設立目的 「緑の地球」づくりのため、NGO 等民間団体による地球緑化の取組を推進する。

主たる活動 国際緑化・林業に関する情報収集・提供、森林保全造成、人材育成、調査研究、

NGO などの活動支援、普及啓発 
スタッフ数 11 名 
予算規模 ２億５千万円 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林活動 
小分類 熱帯林造成・緑化活動 
活動地域 海外（東南アジア 5 カ国。） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 費用 
3) 達成 
4) 企業との

連携 
5) 報告 
6) 課題 
7) 促進措置 

 

1) 熱帯林造成基金事業 
91 年より、東南アジア 5 カ国（マレーシア、インドネシア、ミャンマー（ビ

ルマ）、ベトナム、タイ）を対象に熱帯林造成を実施。かって日本が大量に木

材輸入した国が中心。企業からの植林の要望も東南アジアと中国が多数。 
企業、個人、団体等からの寄付金と各種助成金により植林を行う。2008 年 3
月までに 37 プロジェクト実施（29 プロジェクト終了）。 
パートナー：相手国行政機関（政府、地方公共団体等）、寄付企業・個人・団

体 
ex）平成１３年３月までに完了した「友好の森」四プロジェクトは、日本経

済新聞が環境問題を取り上げ、JIFPRO の呼び掛けに応じた複数企業の寄付を

まとめて活用。 
JIFPRO はプロジェクト形成にかかる調査、相手国政府との協議、プロジェク

ト発足後は日本側実施主体として進行管理、技術指導、資金管理等を実施。

相手国林業行政機関が土地の準備、測量、地域の住民の参加により整地から

植栽、管理（下刈、施肥、山火事対策、補植）を実施。1 プロジェクト 3－5
年。 
樹種：アカシア・マンギウムやユーカリ等の単一植林もあるが、近年は在来

種を含め多樹種混合が増加している。樹種選択は現地の要望に沿う。近年は

アグロフォレストリー（木材用樹種と果樹の組み合わせ等）が増加。 
中国は熱帯地域ではないので希望する企業に対しては、中国を専門とするＮ

ＧＯ団体を紹介している。なお、カンボジア、ラオスは現在調査中。 
2) 企業が負担する費用は植林 1ha 当たり 10－20 万円。複数企業の寄付等をマッ

チングした合同プロジェクトも多い。 
3) 途上国での植林を環境改善等のための山づくり＋貧困対策のセットと位置付

けている。地域環境の改善と地域住民の生活向上に役立てるためアグロフォ

レストリー手法の活用などを行う。住民が苦しい生活をしているところで単

純な植林だけ実施しても成功しない。植林面積トータル 5，200ha。 
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4) 寄付は企業 20 社／年、個人 30 人前後。 
企業とのマッチングでは、企業の希望する土地が植林対象地になるかどうか

や、企業のコンセプトに合致する植林内容になるかどうかにもっとも配意し

ている。 
5) 年１・2 回は寄付した企業へ報告、寄付した企業が社員教育等を目的とした現

地視察等行うことにも協力している。全体的に現地での植林の成果が出てい

ること、現地の人材育成を行っていること、資金管理及び報告が適格的確に

行われていることで、ドナーからは信頼を得ている。 
6) 企業との連携においてコミュニケーションなど問題がないわけではないが、

努力で解決できるレベル。企業からの問い合わせは増加傾向にある。PR は

Web,パンフレット、広報誌、CDM 植林公開セミナーなどを通じて行っており、

個別企業へのアプローチ（手紙など）は今後の課題。 
7) ・JIFPRO のような組織の強化。特に PR は課題。 

・情報提供面での支援、途上国側への情報提供の支援も 
・現地で働く NGO は規模が小さい。情報提供の支援や企業などとの連携のサ

ポートを行うことで、個別の活動のボトムアップが可能と考える。 
・農林分野はまだまだ支援が必要だが、類似の組織やプラットフォームを増

やすことは混乱を招く恐れもあるので注意が必要。 
備考 JIFPRO Web サイト http://www.jifpro.or.jp/ 
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調査票（関連団体 2） 
 ヒアリング 2009 年 2 月 3 日

団体名 日本経済団体連合会自然保護協議会 
設立目的 自然界と共栄できる経済社会の実現のために設立された、公益信託日本経団連自

然保護基金（KNCF）の委託者として、自然環境保全のための助成事業を行う。

主たる活動 アジア太平洋地域を主とする開発途上地域における自然環境保全に関する非営

利団体が行う活動への助成と国内のすぐれた自然環境保全のための助成を行う。

スタッフ数 4 名（３名専従、1 名兼務） 
予算規模  
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 環境保全に係る助成活動ほか 
小分類 環境保全活動への助成・企業と NGO の交流の場づくり 
活動内容 
 
1) 助成概要 
2) 連携促進 
3) 課題 
4) 促進方策 
 
 
 

1) 92 年に設置され、日本経団連の会員企業約 110 社がメンバー。公益信託日本

経団連自然保護基金への寄付（約 2 億／年）の呼び掛け、支援先プロジェク

ト視察、セミナー、企業と NGO 交流会の活動などを行っている。 
自然保護は時間がかかるため、自然保護基金の助成は基本 3 年までだが、効

果・必要性が認められれば 9 年程度まで継続可能。 
2) 企業と NGO とのパートナーシップ促進 

メンバー企業を対象に、NGO との交流会を年 2 回ずつ実施してきた。30 団

体がポスターセッションを行い、その場が企業と NGO との出会いとダイア

ローグの場となる。また毎月助成先 NGO による報告会を行っている。NGO
側の参加団体は自然保護基金の助成先に限られるので、企業としては寄付し

た側として、報告内容が大いに参考になる。 
3) 企業から見た NGO との連携の課題 

企業の関心は、プロジェクトの円滑な進行と成果、連携する NGO の信頼性。

自然保護協議会としての課題は広報が不十分であること。メンバーからの寄

付で運営しているため、広報対象はメンバーが中心となる。また NGO のイ

ベント等への参加も助成対象団体を中心としているので、発信力という面で

ジレンマがある。 
4) パートナーシップ促進のために望まれる方策 

企業と NGO の双方がやりやすくなるような仕組みの整備を望む。例えば、

NGO のレベル評価ができるシステムがあると企業にとって取り組みやすい。

企業は海外の現地法人中心に活動したい場合もあり、現地の詳しい情報を持

っている JICA と連携するのも一案。政府には既存の民間活動を後押しする

方策を期待したい。 
企業の環境部門の担当者と NGO の交流会など、日本経団連自然保護協議会

が実施しているような、環境 NGO と企業の出会いの場・交流の場を増やす

ことが重要。Web 上のプラットホームなどは有効だが、アップデイトできな

ければ活用されなくなる。KNCF でも Web 上で NGO と企業の情報を流して

いるが、情報のアップデイトに課題。 
NGO 側の情報が一元化されておらず、わかりにくい。環境省のページに NGO
紹介があれば企業の人もわかりやすい（比較しやすい方がよい）。協働の事例

を環境省が広報で取り上げるなど、盛り上げてほしい。 
備考 日本経団連自然保護協議会 Web サイト http://www.keidanren.or.jp/kncf/ 
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調査票（関連団体 3） 
 ヒアリング 2009 年 2 月 25 日

団体名 社団法人国土緑化推進機構 
設立目的 国土緑化運動の推進の推進により森林資源造成・国土保全・水源涵養・生活環境

の緑化を図り、文化の発展及び国際貢献に寄与する。 
主たる活動 植樹行事・緑化大会開催、緑と水の森林基金および緑の募金運営、森林整備等に

係る国際協力への助成等 
スタッフ数 20 名 
予算規模 約 4 億 8 千万円 
植林・森林保全活動の内容① 
大分類 植林活動森林保全活動 
小分類 緑化推進・国民参加の森林づくり 
活動地域 全国・海外（NGO 助成あり） 
活動内容 
 
1) 概要 
2) 企業との連

携 
3) 課題 
4) 促進策 

1) 「国民参加の森林づくり」を 1986 年に提唱して以来、各地での森林保全活

動推進や森林の多面的機能の普及啓発等を行っている。緑の少年団や学校林

等の活動支援、森林ボランティア育成や「企業の森」活動の推進・支援など

森林整備に関心を持つ人づくりを目指すソフト面での活動が中心。「緑の募

金」を財源として海外で活動する NGO/NPO 助成も実施。 
2) 国民参加の森林づくりの一環として、都道府県等が進める「企業の森づくり」

（森林保全ボランティア体験、森林整備費用等を企業が負担）の側面的支援、

シンポジウムの開催などを通じて企業との連携を促進。また、「緑の募金」

の職場募金や企業募金等により企業と連携するとともに、使途限定募金等の

制度による「企業の森づくり」の直接的な支援等により企業と連携。 
多くの企業は森林保全活動を社員の環境教育や福利厚生、ボランティアの機

会や地域貢献、社会貢献の一つと位置付けている。整備面積は小さい取組が

多いが、社会貢献活動として分かりやすいことから、年々取組が広がってい

る。一方、サントリーなどの本業との関連が強い企業では、工場で使用する

水を育む水源林などを大面積で保全している場合もある。 
3) 自治体が受け入れる「企業の森」の活動は、当初は森林整備の面積増加を目

指す場合が少なくないが、活動を積み重ねる中で、大企業の社員等が山村地

域を訪れることにより都市山村交流が進み、地域活性化の手段と捉えなおす

場合が多い。観光振興や企業誘致につなげていこうとする自治体も少なくな

い。森林整備のハード面は、森林ボランティア団体の役割と同様に、企業に

面的整備を期待するのでは賢明でなく、新たな地域活性化に向けた取組を生

み出していくきっかけ（手段）として捉えることが賢明である。しかしなが

ら、そこに繋げていく方法論が未成熟。特に、一度ボランティアに来てもら

えば、関心が生まれ、その後の状況を確認したくなり、継続的な関係が生ま

れやすいため、それを活かしていく手法が必要。 
企業側は大消費地や工場や店舗の所在地の近隣等の「近くて活動経費がかか

らない」活動地を求める傾向が強く、企業等の支援を得ることによって整備

できたり、あるいは地域がエンパワーメントされやすい遠隔地には行きにく

い実情にある、受け入れ先の地域の独自性や魅力のアピールを強化すること

も課題。 
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また「企業の森」は 3-5 年間 1 タームで協定を締結するが、その後どのよう

にその「企業の森」を維持管理していくかは今後の課題である。 
森づくりから木づかいへ：企業による森づくりは、企業が森林と関係構築す

る際には分かりやすい入口といえる。しかしながら、整備できる面積も限定

的であるとともに、参加できる人数も限られる。一方、企業とは商品を通し

て消費者との接点を持っていることから、企業が間伐材などの「木づかい」

に目を向けて、消費者への普及啓発や商品の中での木材利用が進むと、間接

的に森づくりを支援することになり、これは企業が参加してこそ実施できる

森づくりになるといえる。 
導入時の現場体験の重要性：企業は当初植林にこだわる場合も少なくないが、

間伐が必要な日本の森林に足を運び、間伐によってどれだけ森が変わるかを

体験すれば、間伐が重要だということを理解してくれるので、予め担当者に

現場に足を運んで貰うことは重要。暗い森が変化していく間伐は、非日常体

験として植林にはない感動を与えられ、また植林は植えた後は下草刈りが

延々と続くが、間伐だと材を用いたクラフトなど、社員が行えるメニューに

も広がりがあるので、そこを理解して貰うことが肝要。 
4) パートナーシップ促進のために望まれる方策 

現在は首都圏で企業の CSR 担当者が全国の「企業の森づくり」サポート制

度の担当者と個別相談が行える場を設けているが、今後はブロックレベルで

「企業の森」の視察やボランティア体験、企業と地域の自治体や NPO 等と

の交流が行える場を設けていくことが有効と考えられる。また、より地域の

魅力や特徴のアピールを促進していくことも必要かもしれない。なお、今後

地方環境パートナーシップオフィス（当 EPO）と連携してセミナー＆見学会

を行うことも検討中。 
備考 http://www.green.or.jp/ 
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